神奈川県離職・再チャレンジ支援助成事業実施要領
第１　趣旨

　　　この要領は、離職・再チャレンジ支援助成事業の実施について、神奈川県障害者自立支援対策臨時特例交付金事業費補助金交付要綱（以下「交付要綱」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定める。
第２　目的

　　　障害者が何らかの形で離職の危機を迎えている場合、その把握が難しく、離職した場合、意欲を失って再度就労する意欲をなくしている状態の者が多く、働ける可能性を奪っているケースが少なくないため、意欲をなくす前に必要な支援を提供するとともに、やむを得ず離職した場合でも、再度、一般就労への移行を支援することを目的とする。
第３　事業の内容等
１　実施主体

　　　事業の実施主体は県とする。

２　対象事業所
就労移行支援事業所、就労継続支援（Ａ型、Ｂ型）事業所、旧法授産施設とする。
３　補助要件等
　　　離職を支援できる事業者が、離職の危機を迎えている者への対応や、やむを得ず離職した者（以下、「支援対象者」という。）への就労、訓練機会の提供等にかかる支援を本人、親、事業所に実施した場合に助成する。（就労移行支援事業等における本来の通常支援を除く）
（１）本人と企業との調整の上、円滑な職場定着、あるいはそれに関連する支援を実施する。
（２）就職・離職の際、地域就労援助センター及びハローワーク等との連携を図り実施する。
（３）本人の意向を踏まえた上で、再就職に向けた支援を行う。
４　補助額等
（１）本事業の補助額は、支援対象者１人あたり40千円とする。

（２）支援開始後１か月のみの助成とし、同一支援対象者は原則年間１回の助成とする。
（３）補助金の交付は精算払いとする。
（４）県は本事業の進捗状況等を把握するため、必要な報告を求めることができる。
第４　提出書類
１　本事業に係る補助を受けようとする事業者は、交付要綱第４条に定めるものを提出するものとする。
２　前項の交付申請を行った事業者は、交付要綱第８条に定めるもののほか、神奈川県離職・再チャレンジ支援助成事業実施結果報告書（別紙１）を事業完了後、１５日以内に提出するものとする。
附　則
　　　この要領は、平成２１年４月１日から施行し、平成２４年３月３１日をもって廃止する。
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必要に応じて行を追加のこと。

※１　要件区分
　　①　離職の危機を迎えている者への対応

②　やむを得ず離職した者への就労・訓練の機会提供
※２　支援区分（複数の記入も可能）
　　①　本人と企業との調整の上、円滑な職場定着、あるいはそれに関連する支援を実施

　　②　地域就労援助センター及びハローワーク等との連携を図り実施
　　③　本人の意向を踏まえた上で、再就職に向けた支援を実施

※３　支援結果

　　①　離職の危機にあった者が就労を継続した。（A　現就労先を記入のこと）
　　②　離職していた者が再就労した。（B　離職先、C　再就労先を記入のこと）

　　③　離職の危機にあった者、離職者への支援を継続している。

　　④　就労移行支援等の事業所へ結びつけた。

　　⑤　その他
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